
JP 2017-187769 A 2017.10.12

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】質量の増加、コストの増加を招くことなしに、
低周波帯域から高周波帯域まで良好な吸音特性を発揮す
ることのできる防音パネルを提供する。
【解決手段】防音パネル１ｂは、音源に近い側に配置さ
れる音源側板状体２と、音源側板状体２に対して音源に
遠い側に配置される外側板状体３とを備え、音源側板状
体２と外側板状体３との間に第一の空気層４が形成され
、音源側板状体２が微細孔有孔板からなる。音源側板状
体２の音源側の面２ａあるいは、第一の空気層４側の面
２ｂ、もしくはこれらの双方の面に多孔質吸音材からな
る多孔質吸音材層５が更に配備されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音源に近い側に配置される音源側板状体と、前記音源側板状体に対して前記音源に遠い
側に配置される外側板状体とを備えてなる防音パネルであって、
　前記音源側板状体と前記外側板状体との間に第一の空気層が形成され、
　前記音源側板状体が有孔板からなる
　防音パネル。
【請求項２】
　前記音源側板状体の前記音源側の面に多孔質吸音材からなる多孔質吸音材層が更に配備
されている
　請求項１記載の防音パネル。
【請求項３】
　前記音源側板状体の前記第一の空気層側の面に多孔質吸音材からなる多孔質吸音材層が
更に配備されている
　請求項１記載の防音パネル。
【請求項４】
　前記音源側板状体の前記音源側の面及び、前記第一の空気層側の面に多孔質吸音材から
なる多孔質吸音材層が更に配備されている
　請求項１記載の防音パネル。
【請求項５】
　前記音源側板状体の前記音源側に第二の空気層を介在させて多孔質吸音材からなる多孔
質吸音材層が更に配備されている
　請求項１又は３記載の防音パネル。
【請求項６】
　前記音源側板状体の前記第一の空気層側の面と前記外側板状体の前記音源側の面との間
に固定部材が配備されている
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載の防音パネル。
【請求項７】
　前記固定部材は、接着剤又は粘着剤によって前記音源側板状体の前記第一の空気層側の
面あるいは、前記外側板状体の前記音源側の面、もしくはこれらの双方の面に固定されて
いる
　請求項６記載の防音パネル。
【請求項８】
　前記音源側板状体の開口率が２０％以下である請求項１乃至７の何れか一項に記載の防
音パネル。
【請求項９】
　前記第一の空気層の厚みが１５０ｍｍ以下である請求項１乃至８のいずれか一項に記載
の防音パネル。
【請求項１０】
　前記外側板状体が鋼板である請求項１乃至９のいずれか一項に記載の防音パネル。
【請求項１１】
　共鳴構造が形成されている請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の防音パネル。
【請求項１２】
　前記音源側板状体が備えている孔の孔径、前記開口率、前記音源側板状体の板厚、前記
第一の空気層の厚み及び、前記外側板状体の板厚を調整することにより共鳴周波数が調整
される請求項１１記載の防音パネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は防音パネルに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　騒音源などの音源を覆う防音壁や、防音カバーなどの防音パネルに関しては従来から種
々の提案が行われている。
【０００３】
　図１０図示の従来例は、鋼板からなる支持材１０の音源側の面１０ａに多孔質吸音材５
が配置され、多孔質吸音材層の音源側の面５ａにガラスクロス１１とパンチングプレート
１２が配置されている構造からなるものである。
【０００４】
　多孔質吸音材５としては製造コストなどの観点から主にグラスウールやロックウールが
採用されている。
【０００５】
　このような構造からなる従来の防音壁や防音カバーにおける防音パネル９の場合、低周
波帯域の吸音率を高める方法としては、一般的に、多孔質吸音材５を厚くすること及び、
吸音材の背後に空気層を設ける構造により対応が行われていた。
【０００６】
　図１０図示の例では、多孔質吸音材層の音源側の面５ａにガラスクロス１１とパンチン
グプレート１２が配置されている。これは、多孔質吸音材５が一般的に繊維などで構成さ
れていることを考慮し、脱落や経年変化による飛散、外的接触による損傷を防止する目的
の、表面保護材として採用されているものである。ガラスクロス１１、パンチングプレー
ト１２を配置しなくても、多孔質吸音材５の表面保護が図られるのであれば、鋼板からな
る支持材１０の音源側の面１０ａに多孔質吸音材５を配置しただけで防音パネルとするこ
ともあった。
【０００７】
　この他にも、従来、低周波帯域の吸音率を高める防音壁や防音カバーの防音パネルとし
て次のような提案が行われていた。
【０００８】
　特許文献１には、厚みが２０ｍｍ以上の多孔質発泡体がハニカム体に充填されたハニカ
ム芯材であって、前記多孔質発泡体が、ＮＣＯ基を有するウレタンプレポリマーから得ら
れるウレタン硬化物と多価金属リン酸塩とを含み、かつ、ハニカム芯材の両表面が、０．
５～１．５ｍｍの針状物径を有し、かつハニカム芯材の表面１ｃｍ２あたり２．５～５０
本のニードリングにより開孔面積比率３～３０％となるよう開孔される吸音構造用材料ハ
ニカム芯材及びその製造方法が提案されている。低音域から高音域、特に高音域に優れた
吸音特性を有し、構造用材料としての剛性が高く、不燃性、耐火性、断熱性に優れるハニ
カム芯材及びその製造法を提供することができるとされている。
【０００９】
　特許文献２には、多孔板からなる正面板と、当該正面板の裏面へ所定の間隔に配置され
た中空の骨格部材と、前記骨格部材相互の間に配置された多孔質吸音材と、前記骨格部材
を介して前記正面板と相対するように配置された背面壁とを具備し、前記骨格部材の全部
又は一部が共鳴吸音体を構成している車両用吸音パネルが提案されている。高周波数帯と
低周波数帯を含めた広い周波数帯の騒音を吸音することができ、より軽量で強度が高くか
つ製造コストがより廉価な車両用吸音パネルを提供することができるとされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００５－１１５２８８号公報
【特許文献２】特開２００８－１３００８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
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　騒音源などの音源を覆う防音壁や、防音カバーの防音パネルにおいて、低周波帯域の吸
音率を高める目的では、上述したように、従来は、多孔質吸音材を厚くすること及び、吸
音材の背後に空気層を設ける構造が一般的に採用されていた。
【００１２】
　しかし、多孔質吸音材を厚くする場合、高周波帯域では、吸音率が過剰性能となること
がある。また、多孔質吸音材を厚くする場合、防音パネルが多孔質吸音材に合わせ厚くな
り、質量が増加し、コストが高くなるという問題がある。
【００１３】
　そこで、この発明は、質量の増加、コストの増加を招くことなしに、低周波帯域から高
周波帯域まで良好な吸音特性を発揮することのできる防音パネルを提案することを目的に
している。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　音源に近い側に配置される音源側板状体と、前記音源側板状体に対して前記音源に遠い
側に配置される外側板状体とを備えてなる防音パネルであって、
　前記音源側板状体と前記外側板状体との間に第一の空気層が形成され、
　前記音源側板状体が有孔板からなる
　防音パネル。
【００１５】
　前記音源側板状体の前記音源側の面及び／又は第一の空気層側の面に多孔質吸音材から
なる多孔質吸音材層が更に配備されている防音パネル。
【００１６】
　前記音源側板状体の前記音源側に第二の空気層を介在させて多孔質吸音材からなる多孔
質吸音材層が更に配備されている防音パネル。
【００１７】
　前記音源側板状体の前記第一の空気層側の面と前記外側板状体の前記音源側の面との間
に固定部材が配備されている防音パネル。
【発明の効果】
【００１８】
　この発明によれば、質量の増加、コストの増加を招くことなしに、低周波帯域から高周
波帯域まで良好な吸音特性を発揮することのできる防音パネルを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第一の実施形態の一例を表す一部を省略した概略断面図。
【図２】本発明の第二の実施形態の一例を表す一部を省略した概略断面図。
【図３】（ａ）、（ｂ）ともに、音源側板状体に形成される孔の孔径、音源側板状体の開
口率と吸音特性を検討した結果を説明する図。
【図４】（ａ）、（ｂ）ともに、音源側板状体と外側板状体との間に形成される空気層の
厚みと吸音特性を検討した結果を説明する図。
【図５】複数の防音パネル構造を組み合わせた場合の吸音特性を検討した結果を説明する
図。
【図６】本発明の第三の実施形態の一例を表す一部を省略した概略断面図。
【図７】本発明の第四の実施形態の一例を表す一部を省略した概略断面図であって、（ａ
）図６図示の防音パネルに固定部材を備えた図、（ｂ）図２図示の防音パネルに固定部材
を備えた図。
【図８】振動装置から発生する振動が防音パネルに伝播している状態の一例を表す図。
【図９】図７図示の実施形態において、（ａ）鋼板と固定部材を溶接で固定した場合の鋼
板の振動減衰試験結果を説明する図、（ｂ）鋼板と固定部材を粘着部材で固定した場合の
鋼板の振動減衰試験結果を説明する図。
【図１０】従来の防音パネルの一例を表す一部を省略した概略断面図。
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【発明を実施するための形態】
【００２０】
［第一の実施形態］
　この実施形態の防音パネル１ａは、図１図示のように、
　音源に近い側に配置される音源側板状体２と、音源側板状体２に対して前記音源に遠い
側に配置される外側板状体３とを備えてなる防音パネルであって、
　音源側板状体２と外側板状体３との間に第一の空気層４が形成され、
　音源側板状体２が有孔板からなる。
【００２１】
　音源側板状体２と外側板状体３との間に形成される第一の空気層４の存在と、音源側板
状体２が有孔板であることにより吸音効果を高める防音パネルとすることができる。
【００２２】
　この実施形態の防音パネルは、孔を有する板状体、すなわち、有孔板を用い、共鳴構造
を採用した防音パネル構造を備えている。前記有孔板の開口率は、２０％以下又は２０％
未満の範囲のものである。
【００２３】
　音源、例えば、騒音源を覆う防音壁や防音カバーの防音パネルにおいて、上述した孔を
有する板状体、すなわち、有孔板を用い、共鳴構造を採用することによって、任意の周波
数帯域の吸音率を有するようにしたのがこの実施形態の防音パネルである。
【００２４】
　上述した孔を有する板状体、すなわち、有孔板を用いた共鳴構造を音源（例えば、騒音
源）の周波数特性に合わせることで、吸音効率の良い防音パネルを実現したものである。
【００２５】
　この実施形態の防音パネルによれば、従来の防音パネルと同等以下の厚さで高い防音性
能を有することができ、質量の増加低減、コスト低減を実現することができる。
【００２６】
　この実施形態の防音パネルによれば、良好な吸音性能と合わせて従来と同等の遮音性能
を発揮することができる。
【００２７】
　この実施形態の防音パネルによれば、上述した孔を有する板状体、すなわち、有孔板を
用いた共鳴構造により消音し入射音を減らすという遮音性能が発揮される。
【００２８】
　また、鋼板を、少なくとも、外側板状体に使用すると、音源側板状体の持つ遮音性能と
合わさることで、中・高周波帯域で高い遮音性能を有する鋼板により高周波帯域での遮音
性能を高めることができる。
【００２９】
　上述した孔を有する板状体、すなわち、有孔板の開口率を二十数％以下、より好ましく
は２０％以下又は２０％未満にしておけば、音響的に影響のある開口率にすることができ
る。そこで、第一の空間層を間に挟んで、音源側に位置する有孔板と外側板状体とが対向
する二重構造で高い遮音性能を実現できる。音源側に位置する有孔板と外側板状体のいず
れか一方あるいは双方を中・高周波帯域で高い遮音性能を有する鋼板にすると、より高い
遮音性能を実現できる。
【００３０】
　この実施形態の防音パネル１ａにおいては、例えば、
　音源側板状体２が備えている孔の孔径と、
　音源側板状体２の板厚と
　音源側板状体２の開口率を２０％以下又は２０％未満で、
　音源側板状体２と外側板状体３との間の間隔からなる第一の空気層４の厚みを１５０ｍ
ｍ以下で、
　それぞれ調整することにより、共鳴周波数並びに吸音率を調整し、前記音源の周波数特
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性に合わせて吸音効率の良い防音パネルを提供することができる。
【００３１】
　この実施形態の防音パネルでは、上述した孔を有する板状体、すなわち、有孔板を音源
側に配置し、第一の空間層を間に挟んで外側板状体を対向配置する二重構造にして共鳴構
造が形成されるようにしている。
【００３２】
　この実施形態では共鳴構造により吸音性能を実現するため、多孔質吸音材の使用量を削
減することができる。
【００３３】
　この実施形態では、音源側に配置される有孔板に形成されている孔の孔径、開口率、そ
の板厚、第一の空気層の厚み及び、外側板状体の板厚の中のいずれか一つの数値を調整す
ることで共鳴周波数並びに吸音率を調整することができる。このことにより音源の周波数
特性に合わせた吸音率を持った防音パネルが実現できる。
【００３４】
［第二の実施形態］
　この実施形態の防音パネルは上述した実施形態の防音パネルに、更に、多孔質吸音材を
組み合わせた複合型防音パネルである。
【００３５】
　多孔質吸音材と有孔板を用いた共鳴構造により、低周波帯域から高周波帯域まで高い吸
音率を有する防音パネル構造にして、より高い防音性能を発揮させ、低周波帯域から高周
波帯域まで高い吸音率を持つ防音パネルを実現したものである。
【００３６】
　図２図示の防音パネル１ｂは、
　音源側板状体２の音源側の面２ａに多孔質吸音材５からなる多孔質吸音材層を更に備え
ている。
【００３７】
　音源側板状体２と外側板状体３との間に形成される第一の空気層４の存在と、音源側板
状体２が有孔板である構造によって吸音される周波数帯域と、有孔板からなる音源側板状
体前面に配備されている多孔質吸音材層によって吸音される周波数帯域との間の調整を図
って、より広い周波数帯域の音を吸音することが可能になる。
【００３８】
　図２には示してはいないが、この実施形態では、上記の構造を備える防音パネルのほか
、下記の構造を備える防音パネルとすることができる。
【００３９】
　音源側板状体２の第一の空気層側の面２ｂに多孔質吸音材５からなる多孔質吸音材層が
更に配備されている防音パネル。
【００４０】
　音源側板状体２の前記音源側の面２ａ及び、第一の空気層側の面２ｂに多孔質吸音材５
からなる多孔質吸音材層が更に配備されている防音パネル。
【００４１】
　なお、音源側板状体２の第一の空気層側の面２ｂに多孔質吸音材５からなる多孔質吸音
材層が更に配備されている構造の場合、第一の空気層４は、音源側板状体２の第一の空気
層側の面２ｂに配備された多孔質吸音材層と外側板状体３との間に形成されることになる
。
【００４２】
　多孔質吸音材５として、上述したグラスウールやロックウールなどの繊維材や樹脂発泡
材を採用することができる他、焼結アルミニウムを使用して板状に成形した厚み１ｍｍ前
後の金属製の多孔質吸音板なども採用することができる。多孔質吸音材層はこれら繊維材
、樹脂発泡剤、多孔質吸音板によって形成される。
【００４３】
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　この実施形態において、上述した各構造によって、共鳴構造を形成するものである。
【００４４】
　共鳴構造を、前記音源の周波数特性に合わせることによって吸音効率の良い防音パネル
を提供することができる。
【００４５】
　この実施形態の防音パネル１ｂにおいても、
　音源側板状体２が備えている孔の孔径と、
　音源側板状体２の板厚と
　音源側板状体２の開口率を２０％以下又は２０％未満で、
　第一の空気層４の厚みを１５０ｍｍ以下で、
　それぞれ調整することにより、共鳴周波数並びに吸音率を調整し、前記音源の周波数特
性に合わせて吸音効率の良い防音パネルを提供することができる。
【００４６】
　音源側板状体２が備えている孔の孔径、前記開口率、音源側板状体２の板厚、第一の空
気層４の厚み及び、外側板状体３の板厚を調整することにすればよい。
【００４７】
　この実施形態の防音パネル１ｂにおいては、外側板状体３を鋼板にすることができる。
【００４８】
　鋼板は中・高周波数帯域で高い遮音性能を有する。そこで、外側板状体３を鋼板にする
ことで高周波数帯域でも高い遮音性能を実現できる。
【００４９】
　なお、有孔板からなる音源側板状体２も鋼板製にすることで、高周波帯域での遮音性能
をより高めることができる。
【００５０】
　この実施形態の防音パネルによれば、低周波帯域は有孔板を用いた共鳴構造で吸音し、
中・高周波帯域は多孔質吸音材で吸音する構造の為、多孔質吸音材の使用量を図１０図示
のような従来構造で多孔質吸音材が使用されているよりも削減し、従来構造より薄い構造
で低・中・高周波数帯域に高い吸音率を持つ防音パネルを実現できる。
【００５１】
［吸音特性の検討１］
　音源側板状体２が備えている孔の孔径の大きさ、音源側板状体２の開口率と吸音率の関
係について検討した。
【００５２】
　鋼板製で板厚が同じ板材を２枚準備し、その板に形成する孔の大きさ、開口率を図３図
示のように調整して吸音率を検討した。
【００５３】
　図３（ａ）に示した孔径Ｄ１の方が図３（ｂ）に示したものの孔径Ｄ２より小さく、Ｄ
１＜Ｄ２である。また、開口率は、図３（ａ）に示した方が図３（ｂ）に示したものより
低く、図３（ａ）は開口率０．２５％、図３（ｂ）は開口率０．４９％である。
【００５４】
　同一の音源に対して図３（ａ）に示した音源側板状体２と、図３（ｂ）に示した音源側
板状体２とをそれぞれ配置し、音源の周波数を変動させながら吸音率を測定したところ、
それぞれ、図３の右側のグラフに示した通りになった。
【００５５】
　図３（ａ）の音源側板状体２は、図３（ｂ）の音源側板状体２よりも周波数の低い周波
数帯域で吸音率が最も高くなった。
【００５６】
　この検討から、音源側板状体２が備えている孔の孔径の大きさを変動・調整し、音源側
板状体２の開口率を変動・調整することで、吸音特性を調整できることを確認できた。
【００５７】
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［吸音特性の検討２］
　音源側板状体２と外側板状体３との間の間隔からなる第一の空気層４の厚みと吸音率の
関係について検討した。
【００５８】
　図４図示のように、音源に近い側に配置される音源側板状体２と、音源側板状体２に対
して音源に遠い側に配置される外側板状体３とを備えてなる防音パネルであって、音源側
板状体２と外側板状体３との間に第一の空気層４が形成され、音源側板状体２が有孔板か
らなる防音パネル１ａを準備した。
【００５９】
　鋼板からなる外側板状体３の厚さ、鋼板からなる音源側板状体２の厚さと、音源側板状
体２に形成されている孔の孔径、開口率は同一にし、音源側板状体２と外側板状体３との
間の間隔からなる第一の空気層４の厚みだけを変更した場合の吸音率を検討した。
【００６０】
　図４（ａ）の防音パネル１ａにおける音源側板状体２と外側板状体３との間の間隔から
なる第一の空気層４の厚みＨ１の方が、図４（ｂ）の防音パネル１ａにおける音源側板状
体２と外側板状体３との間の間隔からなる第一の空気層４の厚みＨ２より小さくなってい
る。
【００６１】
　同一の音源に対して図４（ａ）に示した音源側板状体２と、図４（ｂ）に示した音源側
板状体２とをそれぞれ配置し、音源の周波数を変動させながら吸音率を測定したところ、
それぞれ、図４の右側のグラフに示した通りになった。
【００６２】
　図４（ａ）の防音パネル１ａは、図４（ｂ）の防音パネル１ａよりも周波数の低い周波
数帯域で吸音率が最も高くなった。
【００６３】
　この検討から、音源側板状体２と外側板状体３との間の間隔からなる第一の空気層４の
厚みの大きさを変動・調整することで、吸音特性を調整できることを確認できた。
【００６４】
［吸音特性の検討３］
　３種類の防音パネルについて吸音特性を検討した。準備した防音パネルは以下の三種類
である。
【００６５】
＜第一の防音パネル＞
　音源に近い側に配置される音源側板状体２と、音源側板状体２に対して前記音源に遠い
側に配置される外側板状体３とを備えてなる防音パネルであって、音源側板状体２と外側
板状体３との間に第一の空気層４が形成され、音源側板状体２が有孔板からなる防音パネ
ル１ａ。
【００６６】
＜第二の防音パネル＞
　多孔質吸音材（グラスウール）５だけから構成されている防音パネル。
【００６７】
＜第三の防音パネル＞
　上記第一の防音パネルにおける音源側板状体２の音源側の面２ａに前記第二の防音パネ
ルを構成する多孔質吸音材（グラスウール）５を層着した構造の防音パネル１ｂ。
【００６８】
　上記第一、第二、第三の防音パネルを同一の音源に対して用い、吸音特性を検討したと
ころ、図５図示のようになった。
【００６９】
　第一の防音パネルは、第二の防音パネルよりも周波数の低い周波数帯域で吸音率が最も
高かった。
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【００７０】
　第三の防音パネルによれば、第一の防音パネルによる吸音特性と、第二の防音パネルに
よる吸音特性とが足し合わされて、周波数の低い周波数帯域から周波数の高い周波数帯域
まで良好な吸音率であった。
【００７１】
［第三の実施形態］
　この実施形態の防音パネル１ｃは、図６図示のように、
　音源に近い側に配置される音源側板状体２と、音源側板状体２に対して前記音源に遠い
側に配置される外側板状体３とを備え、
　音源側板状体２と外側板状体３との間に第一の空気層４が形成され、
　音源側板状体２が有孔板からなり、
　音源側板状体２の前記音源側に第二の空気層６を介在させて多孔質吸音材５からなる多
孔質吸音材層が更に配備されている。
【００７２】
　この実施形態では、第二の実施形態と同様に、多孔質吸音材と有孔板を用いた共鳴構造
を備えた複合型防音パネルとしている。
【００７３】
　音源側板状体２の前記音源側に第二の空気層６を介在させて多孔質吸音材５からなる多
孔質吸音材層を配備する構造とすることによって、有孔板である音源側板状体２による共
鳴周波数（卓越周波数）の吸音率の低減を避けることができる。
【００７４】
　そのため、この実施形態の防音パネル１ｃによれば、第二の実施形態で説明した図２に
示した防音パネル１ｂの吸音率と同等以上の吸音率を得ることができる。すなわち、共鳴
周波数の吸音率の低減がなく高い吸音率を実現できると共に、広い周波数領域での吸音率
を実現できる。
【００７５】
　なお、この実施形態で、音源側板状体２の第一の空気層側の面２ｂに多孔質吸音材５か
らなる多孔質吸音材層が更に配備されている構造にし、第一の空気層４が、音源側板状体
２の第一の空気層側の面２ｂに配備された多孔質吸音材層と外側板状体３との間に形成さ
れている構造にすることもできる。
【００７６】
［第四の実施形態］
　この実施形態の防音パネルは上述した第一～第三の実施形態の防音パネルにおいて、音
源側板状体の第一の空気層側の面と外側板状体の音源側の面との間に固定部材が更に配備
されている防音パネルである。
【００７７】
　図７（ａ）図示の防音パネル１ｄは、
　音源に近い側に配置される音源側板状体２と、音源側板状体２に対して前記音源に遠い
側に配置される外側板状体３とを備え、
　音源側板状体２と外側板状体３との間に第一の空気層４が形成され、
　音源側板状体２が有孔板からなり、
　音源側板状体２の前記音源側に第二の空気層６を介在させて多孔質吸音材５からなる多
孔質吸音材層が配備され、
　音源側板状体２の第一の空気層側の面２ｂと外側板状体３の音源側の面３ａとの間に固
定部材７が更に配備されている
　防音パネルである。
【００７８】
　図７（ｂ）図示の防音パネル１ｅは、
　音源に近い側に配置される音源側板状体２と、音源側板状体２に対して前記音源に遠い
側に配置される外側板状体３とを備え、
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　音源側板状体２と外側板状体３との間に第一の空気層４が形成され、
　音源側板状体２が有孔板からなり、
　音源側板状体２の音源側の面２ａに多孔質吸音材５からなる多孔質吸音材層を備え、
　音源側板状体２の第一の空気層側の面２ｂと外側板状体３の音源側の面３ａとの間に固
定部材７が更に配備されている
　防音パネルである。
【００７９】
　固定部材７は、音源側板状体２の第一の空気層側の面２ｂ、外側板状体３の音源側の面
３ａにそれぞれ溶接によって固定されている構造にすることができる。また、図示のよう
に、接着剤又は粘着剤を介して、固定部材７が、音源側板状体２の第一の空気層側の面２
ｂ、外側板状体３の音源側の面３ａにそれぞれ固定されている構造にすることもできる。
接着剤又は粘着剤を介した固定としては接着テープあるいは粘着テープ、例えば、両面テ
ープを用いた固定を採用できる。
【００８０】
　この実施形態では、第二の実施形態及び第三の実施形態と同様に、多孔質吸音材と有孔
板を用いた共鳴構造を備えた複合型防音パネルとしている。そして、音源側板状体２の第
一の空気層側の面２ｂと外側板状体３の音源側の面３ａとの間に固定部材７が配備されて
いる構造の複合型防音パネルとしている。
【００８１】
　なお、図示していないが、図１を用いて説明した第一の実施形態のように、有孔板を音
源に近い側に配置し、音源に遠い側に外側板状体を配置して両者の間に第一の空間層を存
在させる、共鳴構造を採用した防音パネル構造においても、音源側板状体２の第一の空気
層側の面と外側板状体３の音源側の面との間に固定部材が配備されている構造の複合型防
音パネルとすることができる。
【００８２】
　音源側板状体２の第一の空気層側の面２ｂと外側板状体３の音源側の面３ａとの間に固
定部材７を配備する、好ましくは、固定部材７が、音源側板状体２の第一の空気層側の面
２ｂ、外側板状体３の音源側の面３ａにそれぞれ固定されている構造にすることによって
、振動が伝播することによる防音パネルからの二次音の発生を防止することができる。
【００８３】
　なお、発明者が検討したところによれば、後述するように、溶接固定よりは、接着剤又
は粘着剤を介して、固定部材７を、音源側板状体２の第一の空気層側の面２ｂ、外側板状
体３の音源側の面３ａにそれぞれ固定する構造の方が、防音パネルからの二次音の発生を
防止する上で効果的であった。
【００８４】
　図７図示の防音パネル１ｄ、１ｅでは、固定部材７である支持金具が接着剤８によって
音源側板状体２の第一の空気層側の面２ｂと外側板状体３の音源側の面３ａの双方の面に
固定されている。
【００８５】
　この他、固定部材７と一方の板状体（例えば外側板状体３）とを一体成形し、対向する
他方の板状体（例えば音源側板状体２）に上述した接着剤又は粘着剤によって固定部材７
を固定することもできる。
【００８６】
　また、図７には示していないが、この実施形態では、上記の構造を備える防音パネルの
ほか、図７（ａ）、（ｂ）図示の構造において、実施の形態２、３でそれぞれ説明したよ
うに、音源側板状体２の第一の空気層側の面２ｂに多孔質吸音材５からなる多孔質吸音材
層が更に配備されている構造にし、第一の空気層４が、音源側板状体２の第一の空気層側
の面２ｂに配備された多孔質吸音材層と外側板状体３との間に形成されている構造にする
こともできる。
【００８７】
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　この場合、固定部材７の音源側板状体２側は、音源側板状体２の第一の空気層側の面２
ｂに配備されている多孔質吸音材５からなる多孔質吸音材層に埋もれている構造になる。
【００８８】
［鋼板の振動減衰の検討］
　２種類の防音パネルについて板状体である鋼板の振動による二次音発生の減衰を検討し
た。準備した防音パネルは以下の２種類である。
【００８９】
＜第四の防音パネル＞
　固定部材７である支持金具を溶接によって音源側板状体２の第一の空気層側の面２ｂと
外側板状体３の音源側の面３ａの双方の面に固定した防音パネル。
【００９０】
＜第五の防音パネル＞
　固定部材７である支持金具を両面テープによって音源側板状体２の第一の空気層側の面
２ｂと外側板状体３の音源側の面３ａの双方の面に固定した防音パネル。
【００９１】
　図９（ａ）は、第四の防音パネルについて振動による鋼板の二次音発生の減衰結果を表
す。図９（ｂ）は、第五の防音パネルについて振動による鋼板の二次音発生の減衰結果を
表す。
【００９２】
　図９図示のように、第四の防音パネルの鋼板よりも第五の防音パネルの鋼板の方が、振
動が速やかに低減している。つまり、第五の防音パネルでは、振動による鋼板の二次音の
発生が防止されている。
【００９３】
　図８に示すように、振動装置からの振動が防音パネルに伝播することによって防音パネ
ル表面から二次音が発生する。そのため、防音パネルの見かけ上の遮音量が小さくなる。
【００９４】
　従来は、振動装置側に振動絶縁装置を設置するか、防音パネルの設置面に防振パッド等
の振動絶縁装置を取り付けていたが、製造コストが高いものとなっていた。
【００９５】
　しかし、この実施形態の防音パネル１ｄ、１ｅでは、固定部材７を、接着剤又は粘着剤
によって音源側板状体２の第一の空気層側の面２ｂあるいは、外側板状体３の音源側の面
３ａ、もしくはこれらの双方の面に固定した構造を採用しているので、音源側板状体２及
び外側板状体３の振動による二次音の発生を防止することができ、防音パネル本来の遮音
量の性能を維持できる。
【実施例１】
【００９６】
　図１は、音源に近い側に配置される音源側板状体２と、音源側板状体２に対して前記音
源に遠い側に配置される外側板状体３とを備えてなる防音パネルであって、音源側板状体
２と外側板状体３との間に第一の空気層４が形成され、音源側板状体２が有孔板からなる
防音パネル１ａを表すものである。
【００９７】
　外側板状体３は板厚２．３ｍｍの鋼板とした。
【００９８】
　音源側板状体２は、鋼製で、板厚１．２ｍｍ、形成されている孔の径が２．５ｍｍで、
開口率０．６３％の有孔板とした。
【００９９】
　音源側板状体２と外側板状体３との間の間隔からなる第一の空気層４の厚みは約４８ｍ
ｍとした。
【０１００】
　図１図示の防音パネル１ａ全体の厚み（図１の左右方向の厚み）は約５１ｍｍであった
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。
【０１０１】
（比較例１）
　比較例１として上述した外側板状体３の板厚２．３ｍｍと同一の板厚の鋼板の音源側の
面に多孔質吸音材（グラスウール）５が層着され、その音源側の面にガラスクロス１１と
パンチングプレート１２が配置されている図１０図示の従来構造からなる防音パネル９を
準備した。
【０１０２】
　なお、多孔質吸音材（グラスウール）５の厚みはこの実施例１における第一の空気層４
の厚み約４８ｍｍと同一にし、防音パネル９全体の厚みは図１図示の防音パネル１ａと同
じく約４８ｍｍにした。
【０１０３】
（比較・検討結果１）
　実施例１の防音パネル１ａと比較例１の防音パネル９を同一の音源に適用し、吸音効果
を比較、検討した。
【０１０４】
　その結果、共鳴周波数近傍の吸音率のある周波数帯域において、従来パネルと同等の吸
音効果が確認できた。また、中・高周波数帯域で遮音性能が１０ｄＢ以上良くなる事が確
認できた。
【０１０５】
　この実施例の防音パネル１ａでは、グラスウールなどの多孔質吸音材５を用いることな
しに良好な吸音特性を発揮することができた。また、従来パネルより中高周波数帯域で遮
音性能が向上することができた。
【０１０６】
　多孔質吸音材(グラスウール、ロックウール等)５を用いる場合、多孔質吸音材５の繊維
が常に飛散する可能性がり、人体並びに精密機器に対し悪影響を与える可能性があり、こ
れらへの対応を行っておく必要があった。また、多孔質吸音材(グラスウール、ロックウ
ール等)５が用いられている防音パネルの場合、製作時に作業者の手などに繊維が刺さる
ことや防護マスクを付けるなど作業する上で不快に感じることがあり、これへの対策も必
要であった。
【０１０７】
　しかし、この実施例の防音パネル１ａでは、グラスウールなどの多孔質吸音材５を用い
ることなしに良好な吸音特性を発揮できるので、上述した特別な対応は不要になる。
【０１０８】
　この実施例の防音パネル１ａでは、有孔板からなる音源側板状体２、第一の空気層４を
間に挟んで音源側板状体２に対向する外側板状体３という構造によって共鳴構造が形成さ
れる。そこで、多孔質吸音材５を使用する必要がないので、材料、工数費が削減され、製
作費の低減が期待できる。さらに作業環境を改善する効果がある。
【実施例２】
【０１０９】
　図２は、音源に近い側に配置される音源側板状体２と、音源側板状体２に対して前記音
源に遠い側に配置される外側板状体３とを備えてなる防音パネルであって、音源側板状体
２と外側板状体３との間に第一の空気層４が形成され、音源側板状体２が有孔板からなり
、有孔板からなる音源側板状体２の音源側の面２ａに多孔質吸音材５からなる多孔質吸音
材層が配備されている防音パネル１ｂを表すものである。
【０１１０】
　外側板状体３は板厚２．３ｍｍの鋼板とした。
【０１１１】
　音源側板状体２は、鋼製で、板厚１．２ｍｍ、形成されている孔の径が２．５ｍｍで、
開口率０．６３％の有孔板とした。
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【０１１２】
　音源側板状体２と外側板状体３との間の間隔からなる第一の空気層４の厚みは４８ｍｍ
とした。
【０１１３】
　多孔質吸音材５としてポリエステル繊維を採用し、その厚み（図２の左右方向の厚み）
を２５ｍｍとした。
【０１１４】
　図２図示の防音パネル１ｂ全体の厚み（図２の左右方向の厚み）は７５ｍｍとした。
【０１１５】
（比較例２）
　比較例２として上述した外側板状体３の板厚２．３ｍｍと同一の板厚の鋼板の音源側の
面に多孔質吸音材（グラスウール）５が装着され、その音源側の面にガラスクロス１１と
パンチングプレート１２が配置されている図１０図示の従来構造からなる防音パネル９を
準備した。
【０１１６】
　なお、多孔質吸音材（グラスウール）５の厚みはこの実施例２における第一の空気層４
の厚み４８ｍｍと、多孔質吸音材（ポリエステル繊維）５の厚み５０ｍｍを足し合わせた
７５ｍｍと同一にし、防音パネル９全体の厚みは図２図示の防音パネル１ｂと同じく７５
ｍｍとした。
【０１１７】
（比較・検討結果２）
　実施例２の防音パネル１ｂと比較例２の防音パネル９を同一の音源に適用し、吸音効果
を比較、検討した。
【０１１８】
　その結果、共鳴周波数近傍にて従来パネルより吸音性能が良いことが確認できた。また
、その他の周波数帯域において従来の防音パネルと同等の吸音性能であることを確認でき
た。遮音性能については、（実施例１）（比較例１）と同様な結果が確認できた。
【０１１９】
　この実施形態の防音パネルでは、図１０を用いて説明した従来の防音パネル９と同等の
部品を用い、その部品の配置換えのみで防音パネルを製作することができる。そこで、材
料費及び製作費共に同等程度で低・中・高周波数帯域に対し高い吸音率を持つ防音パネル
が実現できる。また、２重壁構造となる事で従来パネルより遮音性能を高める効果がある
。さらに、多孔質吸音材の使用量を削減し、作業環境を改善する効果がある。
【０１２０】
　以上、添付図面を参照して本発明の好ましい実施形態、実施例を説明したが、本発明は
これらの実施形態、実施例に限られるものではなく、特許請求の範囲の記載から把握され
る技術的範囲において種々に変更可能である。
【符号の説明】
【０１２１】
１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄ、１ｅ　防音パネル
２　音源側板状体
２ａ　音源側の面
２ｂ　第一の空気層側の面
３　外側板状体
３ａ　音源側の面
４　第一の空気層
５　多孔質吸音材
５ａ　音源側の面
６　第二の空気層
７　固定部材
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８　接着剤
９　従来の防音パネル
１０　支持材（鋼板）
１０ａ　音源側の面
１１　ガラスクロス
１２　パンチングプレート

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１０】
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